
く地区計画とまちづくり>

地区計画は、これからこんなまちをつくりたい、こんなまちにしたいというみ

なさんの希望をまとめて、それを実現するために、具体的なまちづくりのルール

を決めていくものです。

現在、相模台通り地区では、周辺住宅地の居住環境と調和した魅力的な

商業地としてのまちづくりを目標に地区計画が定められています。

計画の趣旨をご理解いただき、まちづくリヘのご協力をお願いいたします。

▼相模台通り地区 地区計画 区域図

●地区の概要 ●壁面の位置

道路境界からの後退距離

日
一

匡ヨ lm以上信さユ5m以下の部か

匡==∃ 地区計画区域

地区の区分

A地 区
(商業地域400/80防火)

日|||口l‐「進鞄犀蓋業地域000/80準防火)
※用途地域等の詳細は、都市計画課で、こ確認下さしヽ。

S =・1 / 5 , 5 0 0

0   50  100 200m



輸_相 模台通り地区 地区計画
地区計画で定められた事項をやさ

詳しくは 「地区計画の決定事項」

しく解説しました。

をご覧ください。

商業 ・業務機能の集積及び良好な都市環境の形成を目標と

ます。標

建物の用途

針 A地 区 商業 ・業務地としての環境整備を図ります。

B地区暑署窒猛唇督信号魯子『
しつつ`A地区と一体的

・市道新戸翠ヶ丘 (相模台通り)に 面する建物は、 1階 のす

べてを住宅や共同住宅などとして使 うことはできません。

ただし、敷地の間口が 4m未 満の場合は制限 しません。

'工場、倉庫業を営む倉庫、危険物の貯蔵・処理をする建物は建

てられません。

ただし、バン屋、豆腐屋、菓子屋などの食品製造業等に関わ

る建物は規制 しません。



地区 建 物の高さの最高限度は原員Jとして15mと します。

ただし、敷地面積が500m2以上の場合で、敷地面積の

1/10以上かつ、一カ所当たり最低50m2以上の公開空

地が市道市戸翠ヶ丘に接 してつくられているときは、

21mま で建てることができます。

市道新戸翠ヶ丘に面する建物の1階に相当する部分 (高さ
2.5m以下)の壁や柱の面は道路境界からlm以上後退します。

壁面を後退する部分

(1階部分でlm以 上)

ネ市では、地区計画によって、壁面後退等を行い歩行者空間として

の空地を確保 した方に奨励金を交付する『安全で快適な歩行者空

間創出奨励制度』があります。

求市では、地区計画制度によって、壁面後退部分の歩行者空間の整

備に対して、商業地形成に基づく整備計画がある場合、「壁面後

退部 (民有地)のカラー舗装整備に対する補助制度』があります。

歩行者空間の確保のため道路にすりつけ



相模台通り地区 地区計画 決定事項

(平成 3年 2月 28日決定)

(平成 8年 5月 10日変更)

(平成 19年 12月 12日変更)

名 称 相模台通り地区地区計画

位 置 相模原市相模台一丁目、相模台二丁目、高合五丁目及び南台六丁目

面 積 ha約 4 0

区

域

の

整

備

地 区 計 画 の 目 標 本地区は、小田急小田原線小国急相模原駅北口に位置し、本市にお

ける地区中心商業地として位置づけられており、周辺住宅地の居住環

境と調和した商業 ・業務地として整備する必要がある。

このため、地区計画の策定により計画的に建築物を誘導し、適正か

つ合理的な土地利用を図り、魅力ある商業地を形成することを目標と

する。

開

発

及

び

保

全

の

方

針

建築物 等の整備方針

の (A地 区)′卜田急相模原駅北回に位置することから、商業 ・業務の利

便を増進するとともに、適正かつ合理的な土地利用を図る。

(B地 区)周 辺住宅地の居住環境を考慮するとともに、A地 区と一体

的な商業地としての土地利用を図る。

建築物の 1階に商業 ・業務機能の集積を図るとともに、建築物と道

路の境界部分に空間を確保することにより、安全で快適な歩行空間の

確保を図り、市さばき駐車等についても対応が図られるよう建築物を

追切に誘導する。

B地 区については、周辺住宅地の居住環境を維持するため、建築物

の高さを制限する。

地

区

整

備

計

画

地区の

区 分

区分の名称

区分の面積

A B 区地区地

約 05 ha 約 3  5  h a

建

築

物

等

に

の

限

等

制

物

の

築

途

建

用

1 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1)敦地が市道新戸翠ヶ丘に接する建築物の1階のすべてを、住宅又は共同住宅、

寄宿舎若しくは下宿の用途に供するもの

ただし、市道新戸翠ヶ丘に接する敷地の各部分の長さが4メートル未満である建

築物の場合は、この限りでない。

(2)原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(3)建築基準法別表第2(と)頂第3号に掲げる事業を営む工場

(4)倉庫業を営む倉庫

(5)建築基準法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの

で政令で定めるもの

2 前 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業を営む工場は、この限りでない。

(1)原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造

業(食品加工業を含む。)を営むもの

(2)建築基準法別表第2(と)項第3号(5)に掲げる事業中裁縫及び編物

(3)建築基準法別表第2(と)項第3号(12)に掲げる印刷

関

す

る

事

項

さ

度

備

限

等

高

勤
甘
頼

建

の

15メートル以下とする。
ただし、敷地面積が500平方メートル以

上の場合において、敷地面積の10分の1

以上で、かつ、lヶ所当り最低面積50平方
メートル以上の公開の空地が市道新戸

翠ヶ丘に接して設けられているときは21

メートル以下とすることができる。

なお、階段宣、昇降機塔、装飾塔、物見

塔、屋窓その他これらに類する建築物の

屋上部分の水平投影面積の合計が当該

建築物の建築面積の8分の1以内の場合
においては、その部分の高さは、5メートル

までは、当該建築物の高さに算入しなし、

置

限

位の

制

面壁

の

敷地が市道新戸翠ヶ丘に接する建築物の壁又は柱の面で地盤面からの

高さ2.5メー トル以下の部分は、道路境界線から1メー トル以上後退した

位置とする。


